
令
和
３
・
４
年
度

指
名
競
争
入
札
参
加
受
付

■
申
込
期
間　

　

令
和
３
年
２
月
１
日
（
月
）
～

　
　
　
　
　

３
月
31
日
（
水
）

■
申
込
方
法

①
郵
送
（
３
月
31
日
消
印
有
効
）

②
持
参
（
土
・
日
祝
祭
日
を
除
く
）

■
建
設
工
事
等

①
申
請
書　

垂
水
市
様
式

　
（
国
土
交
通
省
・
県
様
式
で
も
可
）

②
有
効
期
間　

令
和
３
年
８
月
１
日
～

　
　
　
　
　
　

令
和
５
年
７
月
31
日

■
物
品
調
達
等

①
申
請
書　

垂
水
市
様
式

②
有
効
期
間　

令
和
３
年
４
月
１
日
～

　
　
　
　
　
　

令
和
５
年
３
月
31
日

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

財
政
課
契
約
管
財
係
☎
内
線
２
２
２

相
談

労
働
な
ん
で
も
相
談
会

　

職
場
で
の
ト
ラ
ブ
ル
や
悩
み
な
ど

労
使
の
相
談
に
、
労
働
相
談
員
が
対

応
し
ま
す
。
労
働
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
で
お
悩
み
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。（
事
前
申
込
不
要
）

市
営
墓
地
利
用
に
つ
い
て

　

市
営
墓
地
の
使
用
に
際
し
、
以
下

の
場
合
に
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。

■
市
営
墓
地　

中
ノ
平
・
市
木
・
海
潟

■
手
続
が
必
要
な
場
合

①
新
た
に
使
用
を
希
望
す
る
場
合

②
使
用
地
を
返
還
す
る
場
合
（
墓
石
は

　

使
用
者
に
お
い
て
撤
去
す
る
こ
と
）

③
使
用
権
を
承
継
す
る
場
合

④
使
用
者
の
住
所
・
氏
名
の
変
更

※
使
用
し
て
い
る
区
画
の
管
理
は
使

　

用
者
の
責
任
で
す
。
無
管
理
と
な

　

り
、
近
隣
か
ら
の
苦
情
が
来
て
い

　

る
ケ
ー
ス
も
有
り
ま
す
の
で
、
草

　

刈
等
の
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
許
可
を
受
け
た
方
が
亡
く
な
っ
た

　

場
合
な
ど
、
必
ず
手
続
を
お
願
い

　

し
ま
す
。

■
改
葬
許
可
に
つ
い
て

　

墓
地
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
遺
骨
を

他
の
墓
地
や
納
骨
堂
へ
移
動
さ
せ
る

場
合
に
は
、
改
葬
許
可
の
手
続
き
が

必
要
で
す
。
許
可
を
受
け
る
た
め
に

は
、
現
在
の
墓
地
管
理
者
の
確
認
と

新
し
い
墓
地
等
の
受
入
証
明
等
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
生
活
環
境
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

生
活
環
境
課
☎
32

－

１
２
９
７

■
開
催　

１
月
15
日
（
金
）

■
時
間　

午
前
11
時
～
午
後
３
時
30
分

■
場
所　

垂
水
市
市
民
館

■
相
談
料　

無
料

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
庁
雇
用
労
政
課

　

☎
０
９
９

－

2
8
6

－

3
0
1
7

お
知
ら
せ

法
定
相
続
情
報
証
明
制
度

を
利
用
し
ま
せ
ん
か

　

法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
は
、
お

亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
の
戸
（
除
）

籍
か
ら
分
か
る
法
定
相
続
人
が
誰
で

あ
る
か
を
法
務
局
の
登
記
官
が
審
査

し
て
証
明
す
る
制
度
で
す
。
制
度
利

用
に
よ
り
、
各
種
相
続
手
続
に
か
か

る
負
担
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
詳
細

は
法
務
局
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
必
要
書
類
に
つ
い
て

　

手
続
に
必
要
な
書
類
（
戸
（
除
）

籍
謄
本
や
相
続
関
係
を
一
覧
に
表
し

た
図
等
）
は
、
制
度
を
利
用
さ
れ
る

方
に
準
備
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
手
数
料　

無
料

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
鹿
屋
支
局

　

☎
０
９
９
４

－

4
3

－

6
7
9
0

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

■
国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

①
国
に
よ
る
安
定
し
た
運
営

②
年
金
給
付
は
生
涯
保
障

③
老
齢
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年

　

金
の
充
実
し
た
年
金
制
度

■
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
は
、

　

国
民
年
金
の
被
保
険
者

　

20
歳
に
な
れ
ば
厚
生
年
金
保
険
加

入
者
、
ま
た
は
そ
の
加
入
者
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
配
偶
者
の
方
を
除
き
、

国
民
年
金
第
１
号
へ
の
加
入
と
な
り
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
「
国
民
年
金
加

入
の
お
知
ら
せ
」
が
届
き
ま
す
。

※
20
歳
に
な
っ
て
約
２
週
間
経
過
し

　

て
も
お
知
ら
せ
が
届
か
な
い
場
合

　

は
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡

　

く
だ
さ
い
。

■
学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
生
の
方
は
、
前
年
の
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
、
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

■
免
除
・
納
付
猶
予
制
度

　

学
生
以
外
の
方
で
、
本
人
お
よ
び

配
偶
者
、
世
帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
保
険

料
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
市
民
係
☎
内
線
１
６
３

民
間
資
金
活
用
集
合
住
宅

建
設
促
進
事
業

　

市
内
に
集
合
住
宅
を
建
設
さ
れ
た

方
の
固
定
資
産
税
（
土
地
・
家
屋
分
）

を
減
免
す
る
こ
と
で
、
民
間
資
金
を

活
用
し
た
集
合
住
宅
の
建
設
を
促
進

し
、
定
住
促
進
を
図
り
ま
す
。

※
償
却
資
産
分
は
対
象
外
で
す
。

■
手
続
上
の
注
意

①
最
初
の
納
付
期
限
の
７
日
前
ま
で

　

に
減
免
申
請
書
類
を
市
に
提
出
し

　

て
く
だ
い
。

②
減
免
申
請
の
手
続
は
、
毎
年
必
要

　

と
な
り
ま
す
。

③
減
免
に
は
一
定
の
要
件
が
あ
り
ま

　

す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

　

だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
税
務
課

　

固
定
資
産
税
係
☎
内
線
１
３
７

対象地区 減免期間 減免割合

中央地区
（垂水小学校区）

１～３年 全額

４～６年 ５割

７～ 10年 ３割

中央地区以外 10年間 全額

▼減免内容

空
き
家
対
策
講
演
会

　

空
き
家
対
策
の
周
知
と
発
生
抑
制

に
繋
げ
て
い
く
た
め
、
無
料
講
演
会

を
開
催
し
ま
す
。

■
申
込
方
法　

電
話
申
込

■
日
時
・
場
所　

①
１
月
22
日
（
金
）

　

午
後
２
時
～
（
定
員
40
名
）

　
【
場
所
】
肝
付
町
内
之
浦
総
合
支
所

②
１
月
23
日
（
土
）

　

午
前
９
時
30
分
～（
定
員
１
０
０
名
）

　
【
場
所
】
鹿
屋
市
役
所

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

鹿
児
島
県
建
築
士
会
鹿
屋
・
肝
付
支
部

☎
０
９
９
４

－

4
2

－

2
1
6
8

垂
水
市
人
権
教
育
研
修
会

　

人
権
問
題
に
対
す
る
正
し
い
理
解

を
深
め
、
身
近
な
人
権
問
題
に
「
気

づ
く
」
感
覚
を
身
に
つ
け
る
機
会
と

し
て
研
修
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

■
開
催　

３
月
８
日
（
月
）

■
時
間　

午
後
２
時
～
３
時
30
分

■
場
所　

垂
水
市
文
化
会
館

■
参
加
料　

無
料

■
事
前
申
込　

不
要

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
社
会
教
育
課

　

社
会
教
育
係
☎
32

－

0
2
2
4

Q. 衣類のリサイクルについて教えてください

A. 大切な資源は、適切にリサイクルされています。
　衣類はごみステーションより清掃センターへ集められ、その後、
　市外のリサイクルセンターへ運ばれ、ウエス（機械類等の油を
　拭き取る布）やその他の製品に利用されます。また、直接清掃
　センターへの持込も可能です。

◎問い合わせ：生活環境課☎ 32-1297身 近 な 疑 問 に 生 活 環 境 課 が お 答 え し ま す ！

第22回

お願い
衣類の中に生ごみ等がまぎれていることが
あります。衣類のリサイクルは、洗濯をして
から出すなど、可能なかぎり
きれいな状態で出してくださ
い。大切な資源を適切にリサ
イクルするために、ご理解と
ご協力をお願いします。

第
15
回
鹿
児
島
県

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

参
加
申
込
開
始
！

■
大
会
概
要

①
令
和
３
年
５
月
16
日
（
日
）

　

時
間
：
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　

競
技
：
陸
上
競
技
、
水
泳
、
卓
球
、

　
　
　
　

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
、ボ
ウ
リ
ン
グ
、

　
　
　
　

フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク

②
令
和
３
年
５
月
23
日
（
日
）

　
時
間
：
午
前
８
時
30
分
～
午
後
２
時

　

競
技
：
ボ
ッ
チ
ャ

※
開
・
閉
会
式
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

■
申
込
方
法

　

Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た
は

福
祉
課
窓
口
で
申
込
書

を
入
手
し
、
福
祉
課
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
必
要
書
類

①
各
種
目
ご
と
の
申
込
書

②
同
意
書

③
手
帳
の
写
し

④
体
調
管
理
表
（
大
会
前
・
大
会
後
）

※
知
的
障
害
・
精
神
障
害
の
あ
る
方

　

で
手
帳
の
写
し
を
提
出
で
き
な
い

　

場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

■
申
込
期
限　

１
月
25
日
（
月
）

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
福
祉
課

　

児
童
障
害
者
係
☎
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－

１
１
１
５
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